
「指定介護予防短期入所生活介護」 

重要事項説明書 

〈令和７年４月 1 日現在〉 
      

当施設は介護保険の指定を受けています。 
（熊本県指定 第 4372200339） 

 
当事業所は、利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供

します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきた

いことを、次の通り説明します。 
当施設の利用は、原則として要介護認定の結果｢要支援｣と認定された方が      

対象となります。要介護認定をまだ受けてない方でもサービスの利用は可能で

す。 
 

1. 事業者 
 (1) 法 人 名    社会福祉法人 黎明福祉会 
 (2) 法人所在地    熊本県宇城市三角町里浦 2855-5 
 (3) 電話番号     0964-54-1100 
 (4) 代表者氏名    理事長   石川  洋一 
 (5) 設立年月日    昭和６２年 1２月７日 
  
2. 事業所の概要 
 (1) 事業所の種類 指定介護予防短期入所生活介護事業所 (4372200339) 
 (2) 開設年月日    平成１8 年４月１日 
 (3) 事業所の目的    指定介護予防短期入所生活介護は、介護保険法令に 

従い利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自

立した日常生活を営むことが出来るように支援する

ことを目的として、介護予防短期入所生活介護サー

ビスを提供します。      
 (4) 施設の名称     豊洋園介護予防短期入所生活介護事業所 
 (5) 施設の所在地   熊本県宇城市三角町里浦 2855-5 
 (6) 電話番号      0964-54-1100 

(7) 事業所長 (管理者)  石川 洋一 
 



(8) 当施設の運営方針 
① 事業所の従事者は、要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能 
力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄･食事の介

助その他日常生活の世話及び機能訓練を行ないます。 
② 本事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅 
介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービ

スと連携の下サービスの提供に努めるものとします。 
③ 事業所は、正当な理由なく指定介護予防短期入所生活介護の提供を拒み 
ません。 

 ( 9)  利用定員 17 人（短期入所生活介護事業所と一体的に運営） 
           （介護老人福祉施設豊洋園 空床利用あり） 
（10） 通常の送迎の実施地域  宇城市・上天草市・宇土市 

(11)  居室の概要 
当事業所では、以下の居室・設備がございます。居室の空き状況やご利用者の

心身の状況などにより居室を決定させて頂きます。 
居室・設備の種類 室   数 備   考 

1 人部屋 1 室 ブザー・ベッ柵２本設置 従来型個室   
２人部屋 3 室  ブザー・カーテン・ベッド柵２本設置 多床室 
3 人部屋 2 室  ブザー・カーテン・ベッド柵２本設置 多床室 
4 人部屋  １6 室 ブザー・カーテン・ベッド柵２本設置 多床室 
食  堂 2 室  １階・２階それぞれに設置 

 
 

機能訓練室 

 
 

 1  室 

《主な設置機器》 
マイクロ波治療器、ホットパック、肋木、滑

車、関節回旋運動器、前腕回内外運動器、平

行棒、階段昇降機、マッサージ機等 
浴  室  1  室 座位が困難な方には、臥床式特殊浴槽での

入浴を実施 
医務室    1  室 診療所としての設備 

 
☆上記は、厚生労働省が定める基準により、介護予防短期入所生活介護事業所

に必要として定められている施設、設備です。この施設・設備を利用していただ

くに当たっては、特別料金をご負担いただく必要はありません。 
 
 
 
 



3. 職員の配置状況 
 
当事業所では、利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護サービスを提

供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 
 職   種     配 置 数       職   種                 配 置 数        
事業所長(管理者) １人 介護支援専門員 1 人 
介護職員    24 人以上 看 護 師 3 人以上 
生活相談員 １人 機能訓練指導員    1 人 
医 師   2 人（非常勤） 栄 養 士 1 人 

 
《主な職種の勤務体制》  

従事者の職種 勤 務 体 系 
管 理 者 8：30～17：30 週４０時間 
生活相談員 8：30～18：00 週４０時間 
介護職員 早出  ６：００～１５：３０ 

    ６：３０～１６：００ 
７：００～１６：３０   

日勤  ８：３０～１８：００ 
遅出  ９：００～１８：３０ 
    ９：１５～１８：４５ 
夜勤 １８：３０～ ８：３０ 

 
週４０時間 
 
 

看護職員 日勤   8：00～17：30  
    8：30～18：00 

週４０時間 

介護支援専門員 8：30～18：00 週４０時間 
栄養士 8：30～16：30 週４０時間 
機能訓練指導員 8：30～17：30 週４０時間 

 
４． 当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者に対して、以下のサービスを提供します。 
（1） サービスの概要 

   ① 食 事   
   ・ 当事業所では、栄養士の立てる献立により、栄養並びに利用者の身    
     体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

② 入 浴 
・ 入浴または清拭を週２回以上提供します。 
・ 寝たきりでも臥床式特殊浴槽を使用して入浴することができます。 



③ 排 泄 
・ 排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限に活用した援助 

を行ないます。 
④ 機能訓練 
・ 主治医・機能訓練指導員による連携のもと、多職種協働により利用  

者の心身等の状況に応じて、日常生活を送る為に必要な機能回復又はそ

の減退を防止する為の訓練を実施します。 
⑤ その他自立への支援 
・ 寝たきり防止の為、出来る限り離床していただくようにします。 
・ 清潔で快適な生活を送っていただけるよう、適切な整容が行な  
 われるよう援助します。 

⑥ 褥瘡予防 
 ・ 利用者の身体状況の把握・皮膚チェックを行うと共に、寝返りの

出来ない方への体位変換、補助具使用および良好な栄養状態の確保

により褥瘡予防を行います。 
 
（2）サービス利用料金 
 ご契約者の要支援度に応じたサービス利用料金（自己負担額）と、居室・食事

にかかる自己負担額の合計金額をお支払い下さい。 
 利用料金が、法定代理受領サービスに該当する場合は介護報酬告示上の額に

各入所者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。 
法定代理受領サービスに該当しない場合は介護報酬告示上の額となります。 

 
介護サービス基本料（１日あたりの自己負担額） 

介護区分 従来型多床室 従来型個室 
要支援 1 ４５１円 ５２９円 
要支援 2 ５６１円 ６５６円 

 
加算料金など 

 
 

機能訓練加算 １２円 送迎加算 １８４円 
サービス提供体制 
強化加算Ⅲ 

 
 ６円 

介護職員処遇 
改善加算 

月額介護サービス費

に 14％を乗じた額 
長期利用者に対する

短期入所生活介護 
 

▲ ３０円 
緊急短期入所 
受け入加算 

９０円 
(基本 ７日間) 



☆ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全

額を一旦お支払いいただきます。 
 要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻され 
ます。（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還 
払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うため 
に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 
☆ 介護サービス費に変更があった場合､変更された額に合わせて利用者の 

負担額を変更します。 
介護保険給付対象外の費用 

基本料金（食費・居住費） 
居室タイプ 居 住 費 食 費 

従来型 多床室 ８５５円 朝食 ３５３円 
昼食 ５９２円 
夕食 ５００円 

従来型 個室 １,１７２円 
  

＊ 介護負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費と

なります。 
  食費に関しては提供分の食費となり、記載額を限度とします。 
 
（3）以下のサービスは利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

① 通常の送迎の実施区域外への送迎 
通常の送迎の実施区域 (宇城市・上天草市・宇土市)外の地区にお住まい

の方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと当事業所

との間の送迎費用として、下記料金をいただきます。 
通常の送迎の実施地域を越えた地点から 1ｋｍあたり３７円。 

② 出張サービスがあります。 
理容・美容代  1,500 円 (第３月曜日) 

  ③ 介護予防短期入所生活介護の利用時、必要となるものに係る費用は実

費にていただきます。 
＊その他の日常生活費 

箱ティッシュ   ￥ 130 電 池（単 1）  ￥ 170 

ジ ュ ー ス   ￥ 130 電 池（単 2）   ￥ 120 

楽 の み    ￥ 420    電 池（単 3）  ￥ 110 

写   真   ￥   50 電 池（単 4）  ￥  70 

歯 磨 き 粉  ￥ 250 歯 ブ ラ シ  ￥ 140 

電気毛布使用１日につき     ￥ 30 

    上記明細表記載外の依頼品については実費にて負担頂きます。 



 
 
(４) 利用料金のお支払方法 

前記の料金・費用は、１ヵ月毎に計算し、毎月１０日までに、前月分の請求

を致しますので、２０日までに利用者の指定口座より引き落としさせて頂く

か、又は現金をお渡し下さい。 
 
（５） 利用の中止、変更、追加 
  ・ 利用予定日の前に利用者の都合により、介護予防短期入所生活介護の利 

用を中止又は変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができま 
す。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。 

但し利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありま 
  せん。 
 ・ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により 

利用者の希望する期日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日

を利用者に提示して協議します。 
 
５．契約締結からサービス提供までの流れ 

(1) 介護予防サービス計画(ケアプラン)がある場合 
介護予防短期入所生活介護計画の決定   

利用者及び家族等に対し同意を受けます 
→  介護予防サービス計画・介護予防短期入所生活介護計画 

に基づきサービスの提供      
  介護予防短期入所生活介護計画の変更  

→  利用者及び家族等と協議します。 
 

(2) 介護予防サービス計画(ケアプラン)がない場合 
介護認定を受けている場合         
 地域包括支援センター等の紹介 
   →  介護予防短期入所生活介護計画作成 
   →  ケアプランに基づきサービスの提供 
 

＊介護給付の対象サービスの場合は利用料金を一旦全額お支払い頂きます 
＊介護認定を受けていない場合、要介護認定の申請に必要な支援を行います。 

 
 



６. 苦情及び相談の受付について 
(1) 当事業所における苦情及び相談受付 

当施設における苦情やご相談は、以下の専門窓口で受け付けます。 
※ 苦情及び相談受付窓口  

担当職名 相談員 片山仁司   
     他、施設職員へお気軽にご相談下さい。 
※ 受付時間  毎 日  8：30～18：00 

ご意見箱を当施設玄関に設置しています。 
※  別紙苦情対応マニュアル添付致します。 
 

（2）行政機関その他苦情及び相談受け付け機関 
当園内の苦情 
受付窓口 
 

電話番号   ： 0964-54-1100 
ＦＡＸ   ： 0964-54-1102 
受付時間  ： 8：30～18：00 

 
 
 
 
各市町村 
 

《宇城市役所健康福祉部高齢介護課》 
電話番号 ： 0964-32-1111 
FAX   ： 0964-32-0110 
《宇城市三角支所健康福祉課》 
電話番号 ： 0964-53-1111 
FAX   ： 0964-53-0110 
《宇城市不知火支所健康福祉課》 
電話番号 ： 0964-33-1111 
FAX   ： 0964-33-0115 
《宇城市役所小川支所健康福祉課》 
電話番号 ： 0964-43-1111 
FAX   ： 0964-43-0110 
《宇城市役所豊野支所健康福祉》 
電話番号 ： 0964-45-2111 
FAX   ： 0964-45-2110 
《上天草市大矢野支所介護保険係》  
電話番号 ： 0964-56-1111 
FAX   ： 0964-56-4972 
《宇土市役所介護保険係》 
電話番号 ： 0964-22-1111 
FAX   ： 0964-22-1105 



熊本県国民健康

保険団体連合会 
 
 

所在地：熊本県健軍町２町目４番地１０号 
     熊本県町村自治会館３階 
電話番号 ： 096-365-0811 
FAX   ： 096-365-4188 
   （分館：苦情相談室） 
電話番号 ： 096-214-1101  
FAX   ： 096-214-1105 

第３者委員 浦崎 哲也： 0964-52-4043 
北平 孝次： 0964-54-1016 

 
７．身体的拘束等の適正化のための取り組み 
・ 本人、又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得 な

い場合を除き、利用者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によ

り行動を制限しません。 
・ 隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により行動を制限する場合は、 
事前に行動の制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明します。

この場合、事前又は事後速やかに、家族、身元引受人に対し、行動制限の 
根拠、内容、見込まれる期間について十分に説明します。 

・隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により行動を制限した場合には、

下記の内容を記録します。 
① 行動制限を決定したものの氏名、行動制限の根拠、内容、見込まれ  

る期間及び実施した時期。 
② 本人・家族・身元引受人に対する説明の時期及び内容、その際のや  

りとりの概要。 
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開  
 催し、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 
・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施します。 
 
 
 
 
 
 
 



8．高齢者虐待防止 
 ・高齢者虐待防止法に基づき施設職員による身体的虐待（暴行）・養護を著し 

く怠る（ネグレクト）・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待等の高齢者虐待 
防止を行ないます。 

・高齢者虐待防止のため、施設内職員研修を行ないます。 
・施設職員による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は 

速やかに市町村に通報を行ないます。 
 

9．感染症対策 
  感染症及び食中毒の発生・蔓延を防ぐ為の感染症対策委員会を定期的に開

催し、職員へ周知徹底すると共に、職員研修を行います。また、感染症の発生

が疑われる際には感染症対策の指針に従い対応します。 
 
10．事故発生・再発防止のための措置及び事故発生時の対応 
  （1） 事故発生の報告、分析、改善策の職員への周知徹底を図り、事故防

止のための委員会、職員研修を定期的に行います。また、事故発生時に

は指針に従い対応します。また、当施設では利用者の安全と事故予防

の観点より、利用者の状況に応じ見守りシステム（見守りカメラ/セン

サーマット/眠りスキャン）の使用を行うことがあります。但し、これ

らの機器から得られた情報については個人情報保護規定に基づき使用

させていただきます。 
（2） サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに保険者、

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
（3） サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

を速やかに行います。ただし、施設の責に帰すべからざる事由による場

合はこの限りではありません。 
 
11． 非常災害時の対応 
 （１）非常時の対応 
    別途定める「豊洋園防災マニュアル」により、対応を行います。 
 （２）避難訓練及び防災設備 
    別途定める「豊洋園防災マニュアル」により、年２回夜間及び昼間を想

定した避難訓練を、利用者にも参加頂き実施します。 
    ＊設備内容 
 ・スプリンクラー/避難用スロープ/自動火災報知機/誘導灯/屋内消火栓/消火器 
      ・カーテン、寝具等は防炎性能のあるものを使用しています。 



指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づ

き重要事項の説明を行いました。 
 
 
     豊洋園介護予防短期入所生活介護事業所 
 
     説明者     職名 
 
             氏名                 
 
 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護予防短

期入所生活介護サービスの提供開始に同意します。また、地域包括支援センタ

ー等との連携を図る上で必要な場合は、個人の情報を提示する事に同意します。  
 
令和   年   月   日 
 
      利用者住所 
 
        氏 名                     
 
    身元引受人住所  
 
        氏 名                   続柄 
 
 
 


